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※

担当者

連絡先

事業の名称等

令和元年１０月１日（火）から熊谷市委託事業として開始

医療生協さいたま生活協同組合　熊谷生協病院内　病児保育室「こぐまちゃんち」

（事業内容）通所している保育所等で児童が体調不良になった場合で、保護者等が
　　　　　　就労などの理由により迎えに行くことが困難な時に、病児保育施設の
　　　　　　看護師等が児童を迎えに行き、病児保育室で保護者が迎えに来るまで
　　　　　　児童を預かる事業。

（対象者）　次のすべての要件を満たす児童
　　　　　　　⑴ 事前登録を行った児童
　　　　　　　⑵ 市内に住所を有する生後６か月から就学前の児童
　　　　　　　⑶ 通所する保育所等で体調不良となり、集団保育が困難な児童
　　　　　　　⑷ 保護者が就労等の理由により保育所等へ迎えに行くことが
　　　　　　　　困難であり、かつ迎えに行く者がいない児童
　　　　　　　⑸ 発熱、咳、下痢、嘔吐等の内科的疾患に罹患した児童

（送迎可能施設）
　　　　　　熊谷市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育施設、
　　　　　　家庭的保育施設

（利用方法）添付資料のとおり

（連絡先）　熊谷生協病院内　病児保育室「こぐまちゃんち」
　　　　　　住所：熊谷市上之３８５４　電話：０４８－５２４－３８４１

特徴やPRポイント

　子育て世代が安心して子育てと仕事を両立できる環境を整えるため、埼玉県内初
の事業として実施いたします。子育て世代のセーフティーネットとして事業を実施
できればと考えております。送迎にかかる費用は無料となります。

病児保育事業、病後児保育事業も引き続き行っております。
　・病児保育事業：熊谷生協病院内　病児保育室「こぐまちゃんち」
　　　　　　　　　　熊谷市上之３８５４　電話０４８－５２４－３８４１
　・病後児保育事業：篭原のこキッズ保育園内
　　　　　　　　　　熊谷市籠原南１－１３３　電話０４８－５３１－３９０１

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

福祉部保育課　松村　和昌、山下　誉志子

048-524-1111　内線537

熊谷市
記者クラブ取材情報

送迎病児保育事業について

　令和元年９月２６日発表
　担当課：福祉部保育課



資料１

送迎病児保育事業の概要

１ 事業目的 病気、病気回復期又は体調不良の児童を施設で一時的に預かる

保育を実施することで、保護者の子育てと就労の両立を支援する

とともに、児童の健全な育成及び資質向上に寄与することを目的

とする。

２ 事業内容 通所している保育所等で児童が体調不良になった場合で、保護

者等が就労などの理由により迎えに行くことが困難な時に、病児

保育施設の看護師等が児童を迎えに行き、病児保育室で保護者が

迎えに来るまで児童を預かる事業。

３ 実施主体 熊谷市

委託先：熊谷生協病院 病児保育室「こぐまちゃんち」

（熊谷市上之３８５４）

４ 開始時期 令和元年１０月１日

５ 対象児童 次のすべての要件を満たす児童

⑴ 事前登録を行った児童

⑵ 市内に住所を有する生後６か月から就学前の児童

⑶ 通所する保育所等で体調不良となり、集団保育が困難な

児童

⑷ 保護者が就労等の理由により保育所等へ迎えに行くことが

困難であり、かつ迎えに行く者がいない児童

⑸ 発熱、咳、下痢、嘔吐等の内科的疾患に罹患した児童

６ 送迎可能施設 熊谷市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育施設、

家庭的保育施設

７ 利用時間 午前８時から午後６時まで

（土日祝日、１２月２９日～１月３日は休み）

８ 利用料金 無料

ただし、送迎病児保育事業を利用後、病児保育室に入室するため、

病児保育室利用料（１日２，０００円）及び診察諸経費等につい

ては保護者負担となる。



送迎病児保育事業利用の流れ 資料２

① 事前登録

送迎病児保育事業を利用するためには事前登録が必要です。熊谷生協病院に利用登録

申請書と、送迎病児保育利用同意書を提出いただきます。

② 保育園・こども園から子どもの体調不良の連絡

③ 送迎病児保育利用の依頼

（1） 保育園・こども園等から「お子さんの体調が悪くなったので迎えに来て欲しい」と連

絡があった際に、就労等の理由によりすぐに迎えに行くことが出来ない場合、保護者

の方は熊谷生協病院に直接電話にて利用の申し込みをします。

（2） 利用申し込みの際に、病状を確認するため、子どもの詳細な状況を保育園・こども

園等から聞き取りを行います。

（3） 病状を聞き取った上で、病児施設でのお預かりが可能かどうか、熊谷生協病院が判

断します。病状、保育室の空き状況等でお断りすることもあります。

（4） 利用可能の場合、保護者から保育園・認定こども園等に対し、送迎病児保育を利用

すること、お迎えに行く職員（看護師又は保育士）の氏名を伝えます。

④ 看護師又は保育士がタクシーでお迎え

⑤ 園から子どもを預かり熊谷生協病院へ

職員は身分証を携帯の上、タクシー等でお迎えに向かいます。

⑥ 診察及び病児保育室でお預かり

熊谷生協病院で病児保育室入室前に診察を行い、その後、病院に併設されている病児保

育室「こぐまちゃんち」で保護者が迎えに来るまで子どもをお預かりします。

事前登録した保護者

保育園・こども園 熊谷生協病院 病児保育室

保育園・こども園から

子どもの体調不良の連絡

送迎病児保育

利用の依頼

看護師又は保育士がタクシーでお迎え

園から子どもを預かり熊谷生協病院へ
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事前に登録申請書の提出


